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令和４年度 

次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金 

公募要領 
 
事業の目的 
 県内における高齢者等交通弱者の移動手段の確保、交通渋滞の緩和、地域公共交通サ

ービスの維持等の移動に係る課題に対応し、経済活性化等の新たな価値の創出を図るた

め、次世代モビリティサービスを活用したプロジェクトに対して支援する。 
 
Ⅰ 申込みの方法 
１ 受付期間  
  令和４年６月１５日（水）～令和４年８月１日（月） 
 
２ 提出書類 
  次世代モビリティサービス活用促進事業認定申請書  １部 
 
３ 応募の方法 
（１）郵送、直接持参、E-mail または電子申請で提出してください。 
（２）申請書様式等は、大分県ホームページからダウンロードが可能です。 
 
 ※電子申請は以下より可能です。 

 

 
４ 提出・問い合わせ先 
   〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号  
   大分県商工観光労働部 先端技術挑戦課 先端技術挑戦班 担当：埋田 
      ＴＥＬ：０９７－５０６－２８９４ 
 
５ 注意事項 
（１）申請書作成に係る費用は応募者の負担となります。 
（２）応募いただいた書類は返却しません。 
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Ⅱ 事業の概要 
  要件を満たす者のプロジェクト実施に必要な経費の一部を補助します。 
１ 補助対象事業 
（１）県内の移動に係る課題解決型のプロジェクトであること 
    テーマ例：高齢者の移動手段確保、観光地等における交通渋滞緩和、地域公共交

通サービスの維持、地域経済の回復に向けた移動活性化 
（２）IoT、AI、5G、ビッグデータ等、先端技術を開発又は活用するプロジェクトである

こと 
（３）事業の費用が適当であること 
（４）事業が期間内に完了する見込みがあること 
（５）事業が、県が実施する他事業の補助金の交付を受けていないこと又は交付を受ける

見込みでないこと 
 
２ 補助対象経費 
    補助対象となる経費は別表のとおりです。 
 
３ 補助率等 
    補助率   １／２以内（千円単位未満は切り捨て） 
    補助上限額 １００万円 
 
４ 補助対象となる事業期間 
  交付決定日から令和５年３月３１日まで。 
 
５ 補助予定件数 ２件 
 
６ 審査基準 
    以下の観点から、総合的に審査します。 
① 地域課題解決と新たな価値の創出 
・当該プロジェクトの導入により、県民の暮らしや、企業の仕事の改善につながること

が期待できること。 
・外出機会の創出や回遊性の向上による経済活性化、健康寿命の延伸等、移動に係る課

題の解決に留まらないサービスであること。 
② 技術 
・IoT、AI、5G、ビッグデータ等、先端技術を活用した次世代モビリティサービスに係

るプロジェクトであること。 
③ 実現可能性 
・プロジェクトを実現するために必要な知見や技術、スタッフを有し、協力体制を構築

できていること。 
④ 持続可能性 
・利用者の利便性向上、交通事業者やサービス提供者の事業性・収益性の確保、市町村

の財政的負担軽減等、関係者が互いにメリットを享受できるものであること。 
・他地域に展開できる普遍性が見込めること。 
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Ⅲ 審査方法  
１ 一次選考（書類選考） 
  提出いただいた申請書に基づき、書類選考をいたします。 
２ 二次選考 
  一次選考で選考されたものについて、有識者等からなる「次世代モビリティサービス

活用促進事業費補助金審査委員会」による審査を経て、補助対象者を採択します。  
   なお、同審査委員会においては、事業内容等についてヒアリングを行う予定です。詳

細は別途お知らせします。 
 事業内容の説明は、提出いただいた申請書を中心として、必要に応じて補足資料を

用いて行っていただきます。詳しい内容については、別途お知らせいたします。 
 審査委員会のヒアリングへ出席するための旅費、説明に要する経費（資料作成費等）

は応募者の負担となります。 
   
 
Ⅳ 採択された場合の留意点 
１ 補助金交付申請を受けて県が行う補助金の交付決定日以降に支出した経費のみが、補

助金の交付対象となります。 
２ 100％子会社（もしくは親会社）からの調達は原則として認めませんのでご注意くださ

い。その他事業経費の考え方については、別添次世代モビリティサービス活用促進事

業補助金「事務処理の手引き」を参考にしてください。 
３ 採択された事業実施主体には、必要に応じて進捗状況を報告していただくとともに、 

現地訪問のうえ進捗状況を確認させていただくことがあります。また、１０月末時点

で事業遂行状況報告書を提出頂きます。 
４ 補助事業に要した経費については、証拠書類（見積書、発注書、納品書、領収書等）、 

現物等による執行の確認を行いますので、証拠書類及び補助事業に係る収入及び支出

を明らかにした帳簿を整備したうえで、補助事業完了後５年間保管していただきます。 
５ 補助事業により設置した構築物等や取得した備品等については、一定期間はその処分 

が制限されます。 
６ 補助事業の成果については、実績報告により県へ提出してもらうほか、必要に応じて 

データ等の提出、共同利用等に協力をしていただきます。 
７ 補助事業終了以降に、普及啓発のためにご協力をお願いすることがあります（大分県 

ホームページ等への事例掲載、事業立ち上げ後の実施状況等の問い合わせ、セミナー

等での事例発表など）。 
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Ⅴ 事務手続の流れ 

 
  事業認定申請 （事業実施主体→県） 
     ↓ 

補助金審査会 

     ↓ 

  事業認定通知 （県→事業実施主体） 

     ↓ 

  補助金交付申請 （事業実施主体→県） 

     ↓ 

  補助金交付決定通知 （県→事業実施主体） 

     ↓ 

  設備導入、外注業務等の正式発注 （事業実施主体→発注先企業） 

     ↓ 

  設備導入、外注業務等の完了 （発注先企業→事業実施主体） 

     ↓ 

  必要書類の提出 （事業実施主体→県） 

     ↓ 

  補助金交付請求（概算払請求※） （事業実施主体→県） 

     ↓ 

  書類検査・現物検査 （県→事業実施主体） 

     ↓ 

  補 助 金 交 付（概算払※）（県→事業実施主体） 

     ↓ 

  補助事業の実績報告 （事業実施主体→県） 

     ↓ 

  完 了 検 査 （県→事業実施主体） 

 

※ 当補助金は国庫交付金を活用しているため通常の補助金における支払いの流れとは異なります。 

   概算払の段階で以降の補助対象期間中に発生すると見込まれる経費も含めて補助対象経費の精査

を行います。見込み分の経費については、原則補助対象期間内において確実に発生すると想定され

る分についてのみ補助対象経費とします。 
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別表 
補助対象経費及び補助率 

（１）直接補助事業の場合 

大分類 説明
（１） 設備備品費 　補助事業の実施に直接必要な物品に係る経費。

ア．製作又は購入の場合 　補助事業の実施に直接必要な物品の製作又は購入に
係る製造原価又は購入に要する経費。

イ．リース・レンタルの場合 　補助事業の実施に直接必要な物品をリース・レンタ
ルにより調達する場合に要する経費（補助事業のため
に直接必要であって、補助先又は第三者所有の実験装
置、測定機器その他の設備、備品等の使用料）。

　補助事業の実施に直接必要な物品の製作又は購入に
係る製造原価又は購入に要する経費。

　補助事業の実施に直接必要となる出張等での、事業
担当者の旅費（交通費、日当、宿泊費）、学会参加費
等であって、補助先の旅費規程等により算定された経
費。

　補助事業の実施に直接必要な知識、情報、意見等の
交換、検討のために設置する委員会等（シンポジウ
ム、セミナー、ワーキング・グループを含む）の開催
や運営に要した委員等旅費（交通費、日当、宿泊
費）。加えて、委員等が補助事業の実施に直接必要な
調査に要する、旅費（交通費、日当、宿泊費）、学会
参加費、その他経費等。

３　外注費 　補助事業に直接必要な装置のメンテナンス、データ
分析等の外注にかかる経費（業務請負費（ソフトウェ
ア外注費含む）、保守費及び改造修理費等）。

　補助事業の実施に直接必要な資料、成果報告書等の
印刷、製本に要した経費。

　補助事業の実施に直接必要な知識、情報、意見等の
交換、検討のために設置する委員会等（シンポジウ
ム、セミナー、ワーキング・グループを含む）の開催
や運営に要する会議費、会場借料、消耗品費、資料作
成費、その他の経費。
　補助事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの
送受信等の通信・電話料、及び機械装置等運送費等。

　補助事業の実施に直接使用する機器等の運転等に要
する電気、ガス及び水道等の経費。

（５） 設備施設料 　補助事業の実施に直接必要な設備、施設使用等に要
する経費。

　補助事業の実施に直接必要なものであって、他項に
掲げられた項目に該当しないが、特に必要と認められ
る経費。

補助対象経費
補助率

中分類
１　物品費

補助対象経費の
１／２以内とし、
上限額１００万円
とする。

（２） 消耗品費

２　旅費 （１） 旅費

（２）委員等旅費

（１） 外注費（業務請負費（ソフトウェア外注費含
む）、保守費、改造修理費等）

４　その他 （１） 印刷製本費

（２） 会議費

（３） 通信運搬費（通信費、機械装置等運搬費）

（４） 光熱水料

（６） その他（諸経費)

  
 
（２）間接補助事業の場合 

事業実施主体 補助対象経費 補助率 

次世代モビリティサービス事業を

実施しようとする事業者 

事業実施主体が事業を実施するのに要する経

費に対して、市町村が（１／２以上を）補助

する場合における当該補助に要する経費 

補助対象経費の１／２以内と

し、上限額１００万円とする。 

 間接補助事業の補助対象経費は、（１）の経費とする。 
 


